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・無期転換ルール、

定年後継続雇用の特例は認定済みですか？

・自然災害により事業所を休業した場合、

休業手当支払いは必要？

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容が
不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

作成日：2024.01.19

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

自然災害により事業所を休業した場合、休業手当支払いは必要？

労働契約や労働協約、就業規則等に労働者
が出勤できなかった場合の賃金の支払について
定めがある場合は、それに従う必要があります。
また、例えば、会社で有給の特別な休暇制度を
設けている場合には、その制度を活用すること
なども考えられます。
このような定めがない場合でも、労働者の賃金
の取扱いについては、労使で十分に話
し合い、労働者の不利益をできる限り
回避するように努力することが大切です。

従業員が仕事中に地震に遭い、ケガをした
（死亡した）場合には、通常、業務災害として労
災保険給付を受けることができます。これは、
地震によって建物が倒壊する等という危険な
環境下で仕事をしていたと認められるからです。

なお、従業員が通勤中に地震に遭った場合
や避難所等からの通勤途上でケガをした場合
も、途中で逸脱・中断した場合等を

除き、通勤災害として労災保険給付

を受けることができます。

天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、
使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、以下
2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。

災害により、事業場の施設・設備が直接的被害を受け、その結果、労働者
を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであ

り、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けるこ

とのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者
の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。

そうなんですね。就業
規則を確認してみます。

ところで、従業員が仕
事中に地震に遭遇して
ケガをしたら労災保険
は適用されますか。

３

昨今、地震や洪水
など、自然災害が
多いですね。

もし自然災害で事
業所を休業したら、
休業手当の支払い
は必要でしょうか。
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無期転換ルール、

2024年4月以降、有期労働契約者に対して 「無期転換申込権」が発生する契約の更新時に、無期転換申込機会と無期
転換後の労働条件を明示することが必要です。

では、事業所は被
害はなかったけど、
従業員が災害によ
り出勤できなかった
場合は、賃金支払
は必要でしょうか。

４

無期転換ルールとは？

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換できるルールで、
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で5年を超える全ての方が対象です。

継続雇用の高齢者の特例

無期転換ルールの適用により、通常は、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者についても無期転換申込権が
発生しますが、適切な雇用管理に関する計画を作成し、本社・本店を管轄する都道府県労働局長の認定を受けると、
無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。

これについて、定年後継続雇用している有期契約労働者も、労働局の特例認定を受けていない場合は対象となります。

定年後継続雇用の特例は認定済みですか？

無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定め（労働協約、就業規則、個々の労働
契約等）がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。

※対象となる労働者： 定年後、同一事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者
通常、ここで

無期転換申込権発生特例認定を受けた場合

①その原因が事業の外部より発生した事故であること

②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることの

 できない事故であること
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